
豊郷地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 豊郷地区ささえ愛たすけ愛協議会 

 
設置年月日 令和３年３月１７日 開催頻度 

全体会 ２回／年 

ワーキングチーム ３回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 自 治 会 連 合 会  ◎

まちづくり協議会 

（豊かな郷づくり推進協議会）
○ 民生委員児童委員協議会 ○ 地区社会福祉協議会 

○ 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会  健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター 

 
 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ○ その他（   婦人会   ） 

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（         ）  地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 
平成２９年 ～ 

地域ケア会議を中心に地域包括ケアシステムや第２層協議体の取組等について，各

種地域団体の関係者で意見交換 

 
平成２９年１０月 

地区社会福祉協議会（市出前講） 

 → 地域包括ケアシステムについて共通認識を図った。 

 
平成３０年７月 

地区社会福祉協議会合同研修会（参加者：地区社協役員，自治会長，民生委員，福祉協力員）

 → 地域包括ケアシステムや第２層協議体について共通理解を図った。 

 
 令和２年２・７月 

豊かな郷づくり推進協議会健康福祉部会（参加者：自治会，民児協，地区社協，老

人クラブ，健康づくり，体育協会，子ども会育成会，包括等） 

→ 地域包括ケアシステムや第２層協議体について共通理解を図った。 

 
     ９月 

豊かな郷づくり推進協議会健康福祉部会（参加者：自治会，民児協，地区社協，老

人クラブ，健康づくり，体育協会，子ども育成会，包括等） 

 → 事務局や構成団体等について検討 

 
１０月 

自治会長会議 

 → 地域包括ケアシステムや第２層協議体について共通理解を図った。 

 
    〃 

第２層協議体設立に向けての打合せ会（参加者：まち協，自治会連合会，地区社協，民児協，老人クラブ，包括等） 

→ 豊郷地区第２層協議体の設置要綱，協議体の名称等について検討 

 
令和３年 ３月 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 自治会長を対象とし，地域福祉の意識・実態把握を目的とし

たアンケート調査を実施 

 支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）

・ アンケート調査結果を踏まえた取組の検討 

・ 安心・安全情報キットの更新・推進 

 

その他 

・ 地域福祉に係る意識醸成を目的として「福祉のしくみ※」を

自治会長会議にて配布 

 ※ 見守り活動や地域の支え合い活動について分かりやすく 

まとめた冊子（豊郷地区社協作成） 
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Ⅱ 取組事例 

 【ワーキングチームの設置】 

�

  人口規模・地区面積が大きく，多様な地域性（人口約 34,000 人，41 自治会）を踏まえ，各種団体か

ら選出された実務者レベルで構成し，具体的な検討を行う，「ワーキングチーム」を設置している。ま

た，ワーキングチームには，元介護事業従事者などの専門的な経験を有する地域の方にも参加いただく

ことにより，より実効性のある体制としている。 

 

【豊郷地区ささえ愛たすけ愛協議会の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

 【自治会を対象としたアンケート調査の実施】�

� 【地域福祉に関するアンケート調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果（検討中の場合は，期待する効果） 

・ ささえ愛たすけ愛協議会の周知に繋がった。 

・ 各自治会の活動状況や，体制などについて把握することができた。 

 

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

・ 人口規模・地区面積が大きく，多様な地域性を有する中で，まち協（豊かな郷づくり推進協議会）をはじ

め，自治会や民児協，地区社協，婦人会など，多様な関係者が関わり，地域の課題や取組について議論を行

う場ができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

・ アンケート調査結果を踏まえた取組の検討 

・ 見守り活動の充実に向けた「安心・安全情報キット」の更新・推進 

◆ 対 象：豊郷地区内４１自治会 

◆ 方 法：郵送による発送・地区市民センターへの提出 

◆ 目 的： 各自治会に対して，協議体の発足について周知するとと

もに，単位自治会における高齢者の見守り活動の状況や，

自治会内での関係者間の連携状況等について把握するもの

◆ 内 容：  

・ ささえ愛たすけ愛協議会の発足について知っているか 

・ 自治会内で，地域福祉について打合せを行っているか 

・ 自治会内での問題について 

・ 見守り活動の状況について 

・ 地域福祉について，地区全体で取り組んでいくべきこと   等 
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西地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 西地区ひまわり協議体 

 設置年月日 令和２年４月１日 開催頻度 ６回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 自 治 会 連 合 会  ◎ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ○ 地区社会福祉協議会 

 
○ 老人クラブ連合会 ○ 福 祉 協 力 員  健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター 

 
○ 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ○ その他（青少年育成会，婦人会，ＰＴＡ 等）

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（         ）  地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 
 平成３０年 ３月 

地域ケア会議（メンバー：自治会連合会，民児協，地区社協，福祉協力員，包括） 

→ 地域包括ケアシステム，第２層協議体の概要について共通理解を図った。 

 
       ７月 

地域ケア会議（メンバー：自治会連合会，民児協，地区社協，福祉協力員，包括） 

→ 第２層協議体の取組について理解を深め，地域の課題について検討を行った。

 
 平成３１年 ３月 

ふれあい会食会での説明会（参加者：自治会連合会，福祉協力員，包括，会食会参加者約２０名） 

→ 地域包括ケアシステムについて，地域住民への理解促進を図った。 

 
 令和 元年１２月 

まちづくり推進委員会役員会・理事会 

→ 第２層協議体設置に向けた今後の進め方について検討を行った。 

 
 令和 ２年 １月 

まちづくり推進委員会役員会・理事会 

→ 第２層協議体設置について合意形成，要綱（案）について了承を得た。 

 
       ４月 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 
地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 地域包括支援センターや各地域団体活動における課題の報

告，民生委員や福祉協力員からの情報提供 

・ 困りごと把握を目的としたアンケート調査の実施 

 
支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）
・ ＮＰＯ法人と連携した生活支援ボランティアの実施 
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Ⅱ 取組事例 

 【多様な地域団体との意見交換】 

�

 まちづくり推進委員会に参画している多様な地域団体や，民生委員，福祉協力員等を集め，地域包括

ケアシステムや第２層協議体の勉強会を行い，西地区の現状や今後の課題について意見交換を行った。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

 各地域団体における課題や，民生委員や福祉協力員が把握している身近な情報を共有することから，

協議体としての取組に繋がっていくことについて，共通認識を持つことができた。 

�

 【ＮＰＯ法人と連携した生活支援ボランティアの検討・実施】 

�

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

 ＮＰＯ法人等と連携し，生活支援ボランティアの実施に向けた検討を行うことにより，悩みごとや困

りごとの解決に対する共通認識を持つことができた。 

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

・ 各地域団体の現状や，活動する上での課題についても共有することができた。 

・ ＰＴＡや小学校等にも参加してもらい，意見を募ったことにより，地域全体で高齢者を支えていく必要性

について話し合うことができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

・ 第２層協議体や地域の支え合いについて，地域住民への理解促進や周知の方法について検討していく。 

・ ＮＰＯ法人や大学生との連携の在り方について検討し，協力体制を構築していく。 

【意見交換時の資料】

【生活支援ボランティアチラシ】

経 緯： 

令和４年  ３月 地域における助け合い活動の必要性について，第２

層協議体にて共通認識を図った。 

     ８月 支援内容及び受付の流れ等について検討 

        大学生との連携について検討 

    １１月 料金及び今後の方向性について検討 

対 象： 地区内の高齢者 

内 容： 庭の草むしり，落ち葉拾い，芝刈り，窓ふき 等 

料 金：１時間１，０００円  ※ ３０分ごとに５００円 

期 間：令和４年１１月～令和５年３月（試験実施） 

経 緯： 

令和２年  １０月 勉強会①：民生委員、福祉協力員 

→ 各地域団体の活動における課題について意

見交換 

      １１月 勉強会②：まちづくり推進委員、自治会長 

         → 課題等について意見交換 

１２月 コアメンバーによる準備会を設置 

→ 意見交換会を踏まえた，今後の進め方につい

て検討 

⇒ アンケート調査の実施について検討 

令和３年５～６月 困りごと把握を目的としたアンケート調査実施 
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西原地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 にしはら支え隊 

 設置年月日 平成３０年２月１７日 開催頻度 １２回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 自 治 会 連 合 会 ○ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ○ 地区社会福祉協議会 

 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会 ○ 健康づくり推進員会 〇 第２層生活支援コーディネーター 

 
○ 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ◎ その他（社会福祉法人 西原福祉会） 

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（         ）  地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 

平成２９年１０月 

地域ケア会議（メンバー：地区社協，コミュニティ協議会，民児協，民生委員，福祉協力員，単位自治会長，ＰＴＡ等） 

→ 地域包括ケアシステム，第２層協議体について共通理解を図り，地域に必要

な取組について意見交換を行った。 

 
     １１月 

地区社協理事会，民児協定例会 

→ 西原地区における第２層協議体に向けた取組状況について情報共有 

 

     １２月 

勉強会①

（参加者：自治会連合会，コミュニティ協議会，地区社協，民児協，民生委員，福祉協力員，単位自治会長，有志住民等） 

→ 地域の支え合いについての講演を通し，第２層協議体の必要性について広く

共通理解を図った。 

 
平成３０年 １月 

勉強会②（参加者：勉強会①と同様） 

→ 助け合いについてワークショップを行い，協議体活動について理解を深めた。

 

      ２月 

勉強会③（参加者：勉強会①②と同様） 

→ 勉強会の振り返りを行い，協議体の進め方等について検討 

⇒ 協議体設置について合意形成を図った。 

 
〃 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 

地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 地域包括支援センターや各地域団体からの活動報告，民生委

員からの情報提供 

・ 住宅地図を基に，地区内の社会資源について意見交換 

・ 困りごとに関するアンケート調査を実施 

 
支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）

・ 草むしり活動を試行 

・ 「スマホ教室」の実施について検討 
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Ⅱ 取組事例 

 【草むしりボランティア】 

�

 経 緯： 

令和元年 ８月 困りごとや手伝えることについてアンケート実施 

      １１月 アンケート結果に基づいて意見交換 

          ⇒ ニーズが高い「草むしり」について， 

            ボランティアの創出を検討 

令和２年 ７月 担い手と利用者の募集，ボランティア保険加入 

       ８月 草むしり活動試行 

 

対 象： 地区内の高齢者 

内 容： 個人宅の草むしり 

（１時間程度） 

 

※ 回覧で担い手と利用者を募集し， 

協議体で結びつけた上で実施 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

 作業依頼を通して，支援が必要な高齢者の現状を把握することができたほか，利用者と支援者のマッ

チング方法など，今後のボランティア活動に向けた，課題を見つけることができた。 

�

 【スマホ教室】�

� 経 緯：  

令和２年 ９月 高齢者の見守りや安否確認，困りごとの把握方法について意見交換 

→  スマートフォンを日頃から高齢者に使用してもらうことにより，安否確認がし

やすくなることや，地域のネットワークづくりにつながることから，高齢者向け

「スマホ教室」の開催を提案 

 １１月 協議体メンバーで「スマホ教室」試行 

 １２月 回覧にて参加者とスタッフを募集 

令和３年 １月 「スマホ教室」開催 

対 象： 地区内のスマートフォン初心者 

内 容： 電話をかける等の基本的な操作や，ＬＩＮＥの操作， 

詐欺に対する注意喚起など（定期的な開催を予定） 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

・ 「スマホ教室」の場で地域の方々が多世代交流することができ，情報交換の場にもなった。 

・ 定期的に開催することにより，参加者やスタッフ，協議体メンバー等，つながりづくりにつながる。

 

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

・ アンケート調査や情報共有を行ったことにより，地域の現状を把握することができた。 

・ 「まずはできることからやってみる」という考え方に基づき，自由に意見交換を行うことにより，取組に

繋がる様々なアイデアを出し合うことができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

・ 「スマホ教室」を活用した居場所づくりの検討 

・ ボランティア活動による地域の繋がりづくりについて検討 

・ 第２層生活支援コーディネーターの活動を通した高齢者困りごとやニーズの把握 

【草むしり活動の仕組み】 

【活動の様子】 

【「スマホ教室」の様子】 
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東地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 東地区第２層協議体 

 設置年月日 平成３０年５月１７日 開催頻度 ２４回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 自 治 会 連 合 会 ◎ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ○ 地区社会福祉協議会 

 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会 健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター 

 
○ 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ○ その他（育成会） 

 設置方式 

 
 新規設置 〇

既存会議活用 

（東地域まちづくり推進協議会福祉部会） 
 地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 

平成２９年 ６月 

説明会（まちづくり推進協議会委員等） 

→ 地域包括ケアシステム，第１層協議体及び第２層協議体の仕組み等について

共通理解を図った。 

 

     １１月 

福祉対策委員会※ 

→ 地域包括ケアシステム，第２層協議体の概要について共通理解を図った。 

※ まち協福祉部会に設置した高齢福祉に係る具体的な取組等を検討する委員会

（まちづくり推進協議会メンバーで構成，平成２３年度設置） 

 
平成３０年 １月 

勉強会①（参加者：福祉対策委員会委員，有志住民等） 

→ 第２層協議体の概要について共通理解を図った。 

 

      ２月 

勉強会②（参加者：勉強会①の参加者） 

→ 助け合いをテーマとした体験ゲーム，地域課題に関するグループワークを実

施した。 

 

      ３月 

勉強会③（参加者：勉強会①の参加者） 

→ 第２層協議体の設置に向け，今後の進め方について検討を行った。 

 ⇒ 福祉対策委員会を第２層協議体として位置付けることについて合意形成 

 
      ５月 第２層協議体設置 

 
 令和 ２年 ３月 

福祉対策委員会（第２層協議体） 

 → 「福祉対策委員会」の役割を「福祉部会」に引き継ぐこととして整理 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 
地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 地域包括支援センターや各地域団体からの活動報告，民生委

員からの情報提供 

・ 地域ビジョン策定に伴い実施したアンケート調査結果の活用

 
支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）

・ 「生活支援ボランティア隊結成準備チーム会議」設置による

生活支援ボランティアの検討 
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Ⅱ 取組事例 

 【生活支援ボランティア「（仮称）東にこにこサポーター」の検討】 

�

  

内 容： 第２層協議体に，生活支援ボランティアの創出に向けた準備チームを設置し，具体的なサー

ビス内容等について検討を行った。特に，介護保険サービスの対象とならないような，草むし

りなどの日常生活のちょっとした困りごとについて，地域住民が担い手となり，支援を行う仕

組みづくりを行った。 

 

経 緯： 令和元年１０月 福祉対策委員会（準備組織の設置について検討） 

         １１月 「生活支援ボランティア隊結成準備チーム会議（以下，チーム会議）」設置

         １２月 チーム会議（サービス内容，人材の確保方法，受付体制について） 

     令和２年 １月   〃  （活動組織の名称，ボランティア保険について） 

          ２月   〃  （活動内容をまとめた「東にこにこサポーター基本計画」（案）

策定） 

     令和４年 ３月 「生活支援ボランティア組織会議（以下，組織会議）」に名称を変更 

          ４月 組織会議（生活支援コロナ禍における支援ニーズの変化を踏まえ，改めて支

援内容等検討） 

        ～１１月 組織会議（お試し期間の設置，支援手順，周知方法，帳票等について） 

             サポーター募集 

         １２月 組織会議（支援手順シミュレーション） 

   令和５年 ４～６月 お試し期間  ※予定 

 

【「（仮称）東にこにこサポーター」の活動イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

 支援を必要とする高齢者の把握（見守り）や，生活状況などに応じた支援ができるようになる。また，

地域の人材が活躍できる機会につながる。 

�

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

自治会はもとより，地区社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会等の地域団体間で情報共有，高齢福祉に

係る議論，具体的な取組の検討を行う場ができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

生活支援ボランティアの活動開始に向けて，取組の周知や担い手の募集・養成（研修）を行う。 
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